
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社会保険料の追納                     

Ｑ：平成27年４月から、未納の国民年金保

険料を追加納付できることとなるそうですが、

この場合に支払った保険料は、どのような取

扱いになるのですか？                                   

                                             

Ａ：支払った年の社会保険料控除の対象と

なります。 

【解説】 

いわゆる年金の不整合記録問題の対応策と

して、平成27年４月から３年間に限り、未納

期間の国民年金保険料を、最大10年分追加納

付することができるようになります。 

具体的には、３号被保険者(会社員や公務員

の扶養になっている配偶者)だった人が、その

配偶者が自営業になった場合や自身の所得が

増えて扶養から外れたというような場合(１

号被保険者に該当)で、通常であれば１号被保

険者として保険料を納付しなければならなか

ったにもかかわらず、届出を行わなかったた

め３号被保険者のままとなっている期間(不

整合記録)を有しているという人を対象に、未

納期間の国民年金保険料を、最大10年分追加

納付できるようにするというものです。 

60歳以上の者については、50歳以上60歳未

満の期間、60歳未満の者については、納付時

点より10年以内の期間が特例追納の対象期間

となります。 

なお、この場合に支払った保険料は、加算

額を含めてその支払った全額が、その支払っ

た年の社会保険料控除の対象となります。 
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